
【資料③】改正災害基本対策法への対応について 

 

（１）災害対策基本法の改正 

・平成２４年６月２７日 災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年

法律第４１号。以下「改正法」という。）公布、施行 

・東日本大震災から得られた教訓を生かし、大規模広域な災害に備えるための

措置を可能にするための法改正 

 

（２）改正の概要（市町村関係）と計画案への反映 

項番 改正法の概要（市町村関係） 計画案への反映 

１ 地方公共団体間の応援の対象業務を「緊急

性の極めて高い応急措置」のみから「災害

応急対策一般」に拡大された。 

影響なし 

２ 「広域一時滞在」について、相互応援や広

域での被災住民の受け入れを想定する等、

必要な措置を講じるよう努めることとされ

た。 

2-1-9-7 に広域一時滞在

について追記 

３ 備蓄物資等不足の場合、市町村から都道府

県に対し、物資等の供給を要請できること

とされた。 

影響なし 

４ 過去の災害から得られた教訓の伝承、防災

教育の強化等が追記された。 

2-1-3-6 に教訓の伝承の

取り組みについて追記 

５ 防災会議委員に、自主防災組織を構成する

者または学識経験のある者を追加すること

とされた。（最終的には市条例で決定） 

影響なし 

（別途、市条例で検討） 

６ 災害の定義に「竜巻」が追加された。 影響なし（計画上は風水

害として対応） 

７ 防災会議と災害対策本部の役割分担を明確

化し、機動性を要する災害応急対策が災害

対策本部に一元化される一方で、防災会議

の所掌事務に「市町村長の諮問に応じて防

災に関する重要事項を審議すること」が追

加された。 

2-1-1-1に反映 

 










